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衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
が
実
施
し
た
調
査
（
以
下
「
本
調
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
時
点
に
お
い

て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
し
て
い
る
地
区
（
平
成
十
三
年
度
中
に
事
業
が
終
了
し
た
地
区
を
含
む
。
）
の
全
国
の
総

数
及
び
総
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
千
二
百
七
十
八
地
区
及
び
八
万
七
千
五
百
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
進
ち
ょ
く

状
況
に
つ
い
て
は
、
本
調
査
に
よ
り
、
事
業
計
画
の
決
定
の
公
告
の
あ
っ
た
日
、
当
初
の
仮
換
地
の
指
定
の
効
力
発
生
の
日
、

換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
等
を
通
じ
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
調
査
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
年
に
施

行
の
認
可
の
公
告
が
あ
り
平
成
六
年
に
終
了
の
認
可
の
公
告
が
あ
っ
た
地
区
（
事
業
施
行
期
間
六
十
三
年
）
が
最
長
と
な
っ

て
お
り
、
事
業
計
画
の
決
定
等
の
公
告
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
年
以
上
又
は
三
十
年
以
上
を
経
て
も
事
業
が
終
了
し
て
い
な

い
地
区
の
都
道
府
県
別
の
数
及
び
面
積
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
仮
換
地
の
指
定
や
建

築
物
等
の
移
転
等
に
伴
う
損
失
補
償
に
つ
い
て
の
関
係
権
利
者
と
の
合
意
形
成
の
難
航
等
に
よ
り
事
業
が
長
期
化
し
て
い
る

事
例
も
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
及
び
四
の
（
�
）
に
つ
い
て

一



土
地
区
画
整
理
事
業
は
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
に
お
い
て
、
事
業
計
画
又
は
換
地
計

画
の
決
定
に
際
し
て
、
事
業
計
画
又
は
換
地
計
画
の
縦
覧
、
利
害
関
係
者
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
等
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
利
害
関
係
者
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
実
施
の
前
提
と
し
て
都
市
計
画
の
決
定
が
必

要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
都
市
計
画
の
決
定
に
際
し
て
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
お
い
て
、
公
聴
会

の
開
催
、
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
等
の
手
続
が
定
め
ら
れ

て
お
り
、
事
業
の
立
ち
上
げ
の
段
階
か
ら
住
民
の
意
見
が
十
分
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
自
治
事
務
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
十
三
項
は
、
「
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り

地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
が
自
治
事
務
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域

の
特
性
に
応
じ
て
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
表
現
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



四
の
（
�
）
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
は
、
事
業
の
立
ち
上
げ
の
段
階
か
ら
住
民
と
の
適
切
な
連
携
を
工

夫
し
、
住
民
を
主
体
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い

る
。

四
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
住
民
と
の
適
切
な
連
携
」
と
は
、
例
え
ば
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
内
の
関
係
権
利
者
に
よ
る
協

議
会
の
立
ち
上
げ
や
そ
の
継
続
的
な
活
動
を
地
方
公
共
団
体
か
ら
専
門
家
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
支
援
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
二
及
び
四
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と

お
り
、
事
業
の
立
ち
上
げ
段
階
か
ら
事
業
の
実
施
段
階
ま
で
の
各
段
階
に
お
い
て
、
住
民
の
意
見
の
反
映
の
た
め
の
手
続
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
の
決
定
を
前
提
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
二
及
び
四
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
事
業
の
立
ち
上
げ
段
階
か
ら
事
業
の
実
施
段
階
ま
で
の
各
段
階
に

三



お
い
て
、
住
民
の
意
見
の
反
映
の
た
め
の
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
の
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
進

め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
公
共
事
業
の
説
明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
向
上
行
動
指
針
」
は
、
直
接
的
に
は
、
地
方
公
共
団
体

を
対
象
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
公
共
事
業
の
説
明
責
任
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
積

極
的
な
取
組
が
不
可
欠
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
当
該
行
動
指
針
を
参
考
に
同
様
の
取
組
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
て
い
る
。
な
お
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
対
し
て
、
当
該
行
動
指
針
を
参
考
と
し
て
送
付
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
「
施
行
者
は
、
換
地
処
分
を
行
う
前
に
お
い
て
、
土
地
の
区
画
形

質
の
変
更
若
し
く
は
公
共
施
設
の
新
設
若
し
く
は
変
更
に
係
る
工
事
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
又
は
換
地
計
画
に
基
づ
き
換

地
処
分
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、施
行
地
区
内
の
宅
地
に
つ
い
て
仮
換
地
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

四



こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
工
事
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
換
地
計
画
に
先
立
っ
て
仮
換
地
を
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
法
理
論
か
ら
し
て
も
、
換
地
計
画
を
縦
覧
し
た
後
、
仮
換
地
指
定
を
お
こ
な
う

こ
と
に
な
っ
て
お
り
地
権
者
が
全
体
計
画
で
あ
る
換
地
計
画
を
周
知
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
」
と
は
解
さ
れ
な
い
。

な
お
、
最
高
裁
判
所
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
民
集
三
十
九
巻
八
号
千
八
百
二
十
一
頁
）
に
お
い

て
も
、
「
法
九
八
条
一
項
前
段
の
前
半
所
定
の
「
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
若
し
く
は
公
共
施
設
の
新
設
若
し
く
は
変
更
に

係
る
工
事
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
」
に
は
、
事
業
の
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
換
地
予
定
地
的
仮
換
地
の
指

定
処
分
を
す
る
と
き
で
も
、
換
地
計
画
に
基
づ
く
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
旨
判
断
さ
れ
て
い

る
。

九
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
所
管
の
公
共
事
業
に
関
し
て
は
、
「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
再
評
価
実
施
要
領
」
（
平
成
十
三
年
七

月
六
日
付
け
国
土
交
通
事
務
次
官
通
達
）
に
基
づ
き
、
事
業
採
択
後
五
年
が
経
過
し
た
時
点
で
未
着
工
の
事
業
、
事
業
採
択

後
十
年
が
経
過
し
た
時
点
で
継
続
中
の
事
業
等
に
つ
い
て
、
事
業
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化
、
事
業
の
進
ち
ょ
く

状
況
、
コ
ス
ト
縮
減
、
代
替
案
立
案
等
の
可
能
性
等
の
視
点
か
ら
評
価
を
行
い
、
事
業
の
継
続
、
中
止
等
を
決
定
す
る
こ
と

五



と
し
て
お
り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
当
該
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
適
切
に
評
価
を
行
っ
て
ま
い
り

た
い
。

六
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